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１ 評価の対象とした政策

平成１８年度に新規地区採択を要求している次の事業地区を対象として実施した。

区 分 事 業 名 評 価 実
施地区数

国有林直轄治山事業 ２１９

直 轄 事 業 森林環境保全整備事業 ３２

森林居住環境整備事業 １

小計 ２５２

緑資源機構事業 水 源 林 造 成 事 業 ６

小計 ６

民有林補助治山事業 １，７７８

森林環境保全整備事業 ２３７
補助事業

森林居住環境整備事業 １６

農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業 １５

小計 ２，０４６

合計 ２，３０４

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

１ 評価担当部局

① 直轄事業については、各森林管理局において実施した （直轄事業評価担当部局一覧表。

）別添１

② 緑資源機構事業と補助事業については、事業実施主体が収集・把握したデータ等をもと

に、水源林造成事業、森林環境保全整備事業、森林居住環境整備事業及び農林漁業用揮発

油税財源身替林道整備事業は林野庁森林整備部整備課において、民有林補助治山事業は林

野庁森林整備部治山課において実施した。

２ 評価実施期間

平成１８年１月から平成１８年３月

３ 評価の観点

、 、 、 。本評価においては 必要性 効率性 有効性の観点等から総合的かつ客観的に評価を行った

別添各事業地区毎の評価の観点は、費用対効果分析の概要、チェックリスト及び判定基準（

）に示すとおりである。３



４ 政策効果の把握の手法及びその結果

政策効果については、事業採択の適正な実施に資する観点から、費用対効果分析、チェック

リストにより総合的かつ客観的に把握した。

結果については、地区別評価結果（ ）に示すとおりである。別添２

５ 学識経験を有する者の意見の活用に関する事項

農林水産省政策評価会林野庁専門部会において、評価の手法について専門的見地からの意見

を聴取し、客観性及び透明性の確保を図った。

同専門部会での意見の概要は以下のとおりであった。

、 、 、林野公共事業の新規採択の方法について 費用対効果分析の方法 チェックリストの項目

これらにより、事業の必要性、効率性、有効性の観点から総合的に評価を行い、採択するこ

とは妥当である。

委員構成は、第三者委員会名簿（ ）のとおりである。別添４

６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

評価実施地区毎にチェックリストを作成し、インターネット等で公表することとしている。

（問合せ先一覧表 ）別添５

農林水産省政策評価会林野庁専門部会における資料、議事録については林野庁において、直

轄事業についての評価に用いたデータ等については各森林管理局においてインターネット等で

公表することとしている。

緑資源機構事業についての評価に用いたデータ等については、農林水産省情報公開窓口にお

いて縦覧することとしている。

７ 評価の結果

評価の対象としたすべての事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性が認められる

との結果であった。

各事業地区毎の評価結果は、地区別評価結果（ ）のとおりである。別添２



２　緑資源機構事業

　　水源林造成事業 森林整備部　整備課

実施地区

１ ２ ３ ４ ５ ６ ① ② ① ② ③ ④ ⑤

1 東北北海道整備局 山越郡長万部町　外 緑資源機構 5,061,935 2,194,639 2.31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 関東整備局 福島市飯坂町茂庭　外 緑資源機構 3,267,137 1,232,003 2.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 中部整備局 下新川郡宇奈月町上高工　外 緑資源機構 4,511,591 1,673,841 2.70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 近畿北陸整備局 鳳珠郡能登町当目　外 緑資源機構 5,277,509 2,019,385 2.61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 中国四国整備局 西伯郡南部町東上　外 緑資源機構 10,345,630 3,625,300 2.85 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 九州整備局 築上郡上毛町東上　外 緑資源機構 7,372,212 2,215,635 3.33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成１８年度新規採択に係る事前評価実施地区一覧

分析結果
Ｂ／Ｃ

Ⅰ　必須事項

Ⅱ　優先配慮事項

整理番号
２　事業内容や実施
体制等に関する事項

事業実施主体
総便益

（千円）
Ｂ

総費用
（千円）

Ｃ

１事業で達成する
目標に関する事項事業実施地区名



事前評価個表

整理
番号 １

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 東北北海道整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数51件、植栽面積836ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ２，１９４，６３９ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ２，３５７，８３６ 千円

山地保全便益 １，１６０，５１５ 千円

環境保全便益 １，４４５，５５０ 千円

木材生産便益 ９８，０３４ 千円

計 ５，０６１，９３５ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．３１

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。



事前評価個表

整理
番号 ２

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 関東整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数65件、植栽面積423ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） １，２３２，００３ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 １，８４５，７５８ 千円

山地保全便益 ６７８，３９２ 千円

環境保全便益 ６６９，５２７ 千円

木材生産便益 ７３，４６０ 千円

計 ３，２６７，１３７ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．６５

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。



事前評価個表

整理
番号 ３

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 中部整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数56件、植栽面積497ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） １，６７３，８４１ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ２，９５２，９６８ 千円

山地保全便益 ７５６，３１３ 千円

環境保全便益 ７１８，１３２ 千円

木材生産便益 ８４，１７８ 千円

計 ４，５１１，５９１ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．７０

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。



事前評価個表

整理
番号 ４

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 近畿北陸整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数109件、植栽面積696ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ２，０１９，３８５ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ３，１１５，４２４ 千円

山地保全便益 ９７５，１７７ 千円

環境保全便益 １，０８３，０６４ 千円

木材生産便益 １０３，８４４ 千円

計 ５，２７７，５０９ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．６１

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。



事前評価個表

整理
番号 ５

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 中国四国整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数196件、植栽面積1,386ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ３，６２５，３００ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ５，９６４，３１７ 千円

山地保全便益 １，９０３，５８５ 千円

環境保全便益 ２，２３０，１８４ 千円

木材生産便益 ２４７，５４４ 千円

計 １０，３４５，６３０ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ２．８５

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。



事前評価個表

整理
番号 ６

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ１８～（最長おおむね８０年間）

事業実施地区名 九州整備局 事業実施主体 独立行政法人緑資源機構

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、独立
行政法人緑資源機構が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林
の造成を行う。

具体的には、水源かん養保安林及び同予定地のうち、無立木地、散生地、粗
事業の概要・目的 悪林相地等において、独立行政法人緑資源機構が費用負担者となって造林地所

有者、造林者と分収造林契約を締結し、費用の負担と事業実行に関する技術指
導を行い水源林を造成する。

契約件数91件、植栽面積890ha

費用対効果分析
総費用（Ｃ） ２，２１５，６３５ 千円

総便益（Ｂ）水源かん養便益 ４，４３６，３８２ 千円

山地保全便益 １，２２９，７２４ 千円

環境保全便益 １，５５３，６５６ 千円

木材生産便益 １５２，４５０ 千円

計 ７，３７２，２１２ 千円

分析結果 （Ｂ／Ｃ） ３．３３

評価結果 ・必要性：水源かん養保安林等のうち無立木地、散生地、粗悪林相地等が対象
で、早急に森林を造成する必要があり、事業の必要性は認められる。

・効率性：投下する費用を上回る効果が見込まれており、事業の効率性は認め
られる。

・有効性：水土保全機能の十分な発揮のための適切な施業方法等が計画されて
おり、事業の有効性は認められる。
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